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学校運営委員会  事務局  第３号  

 

【第２回学校関係者評価委員会・第３回学校運営委員会  合同委員会】  
 

 第２回学校関係者評価委員会・第３回学校運営委員会  合同委員会を９月１８日
（木）１５時３０分より本校会議室で開催しました。内容について報告します。  
                        
１  学校関係者評価委員長あいさつ  
 

学校関係者評価委員会と学校運営委員会の年に１度の顔合わせの会。  

よろしくお願いします。  
 

 
２  学校運営委員長あいさつ  
 

６時間目の授業はよく頑張っていた。幼稚園の卒園生保護者から挨拶され、つな

がりを感じた。児童の実態をもとに話し合いができるとよい。  

 

３  副校長あいさつ  
 

日頃より、地域の方々や保護者の方々のボランティア活動に感謝している。  

学校も、地域や保護者、子どものニーズに応じて、日々課題に取り組んでいる。  

 
４  両委員紹介  

①学校関係者評価委員の皆様  

②学校運営委員の皆様  

 

５  学校より  

（１）日光林間学園（７月３１日～８月２日）の報告  

（２）２学期の様子  

・落ち着いた雰囲気でのスタート。  

・１年生への支援体制の継続。  

・育児休暇、病気休暇からの復帰。  

・別室登校１名。不登校傾向（30 日以上の欠席）８名。  

（３）２学期の重点  

・今、何をすべきか考えて行動できるように指導。  

・廊下歩行の指導。  

・行事の取組を通した非認知能力の育成。（他者とかかわる中で）  

・ iPad（タブレット）のスクリーンタイム等の設定。  

（４）２学期の行事について  

   ・運動会 10 月 18 日（土）  ・学芸会 11 月 29 日（土）  

（５）全国学習状況調査（６年）の報告  

   ・全国平均、東京都の平均を上回っている。教科担任制 2 年目の学年。  

（６）PTA 教育条件整備に関する要望書についての回答  

   ・タブレットについて  

    リプレイスのタイミングで、Jamf Parent（アプリごとに使用制限が設定でき



る）を導入する。  

今後は、書くことも大切にしていきたい。  

   ・空調設備について  

    エアコンのフィルター洗浄を行っていく。  

空調設備の追加など、ホームページでもお知らせしている。  
 
６  質疑応答    

・タブレットの依存症が心配される。  

物理的に切り離す手段（デジタルデトックス）も必要ではないか。  

デジタルが脳の前頭葉に与える影響も心配される。  

   →持ち帰る回数を減らす方法を検討していく。  

スクリーンタイム等を活用する。今後、保護者と連携をとって進めていく。  

   ・YouTube などは、なくてもよい。使えるアプリを学校で一括設定できるとよ

い。時間設定は可能か。  

→各家庭でスクリーンタイムの時間の設定はできる。ダウンロードできるアプ

リについては、区で決められているが、要望はしている。児童の自制心も同

時に育てていきたい。  

   ・暑さ対策を継続してみんなで考えていかなければならない。  

   →体育館の使用など、夏でも体を動かす機会を増やしていく工夫を講じている。 

   ・屋上プールが暑いので、外部のプールを使うことはできないか。  

→外部のプールは、移動手段のこともあり難しい。  

   ・開放プールなど、夏休み中に自由に使えるプールがあるとよい。  

   →区内の中学校で水泳教室を行っているところもあるので活用できるとよい。  

   ・特別支援学級が各学校に設置されているとよい。児童相談所との話の中で、  

世田谷では、親子でトラブルになるケースが増えてきている。  

   →警察の方からも昨日、同じ話があった。  

   ・多くの資料が示され、ありがたかった。事前に資料が配布されているとさら

に話が深まる。  

   ・来年度の学校運営委員会の体制については、まだ区からアナウンスがない。  
 

 
７  次回学校運営委員会開催予定日      
     学校関係者評価委員会  

第３回   １月２１日（水）   
第４回   未定  
学校評価委員会からのご報告  ３月６日（金）１６時１５分より  

 
学校運営委員会  

第４回  １２月１８日（木）   
第５回   １月２０日（木）  
第６回   ２月２６日（木）  いずれも１５時３０分より  

 
 


